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社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会指定訪問介護事業所 

 

「居宅介護等サービス」重要事項説明書 

 

 

 当事業所はご契約者に対して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」を提供します。 

 当サービスの利用は、原則として介護給付費の支給決定を受けた方が対象となります。 
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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）

第３６条の規定による法第２９条第１項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者と

して指定を受けています。 

 

平成１８年１０月１日指定 事業者番号０１１４３００２０５ 
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１．事業者 

（ １ ）法 人 名  社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会 

（ ２ ）法 人 所 在 地  北海道厚岸郡厚岸町梅香２丁目１番地 

（ ３ ）電 話 番 号  ０１５３－５２－７７５２ 

（ ４ ）代 表 者 氏 名  会長 大野 繁嗣 

（ ５ ）設 立 年 月 日  昭和５３年１２月１２日 

 

２．事業所の概要 

（ １ ）事 業 の 種 類  指定訪問介護事業所・平成１５年３月２０日 

             釧社福第１００２－２５号 

（ ２ ）事 業 の 目 的   指定居宅介護は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に従い、ご契約者（利用者）が居宅において、その有する能力に

応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援する

ことを目的として、サービスを提供します。 

（ ３ ）事業所の名称  社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会指定訪問介護事業所 

（ ４ ）事業所の所在地  北海道厚岸郡厚岸町梅香２丁目１番地 

（ ５ ）電 話 番 号   ０１５３－５２－７７５２ 

（ ６ ）管 理 者   所長 伊藤 由弥子 

（ ７ ）当事業所の運営方針  要介護状態等になった利用者が可能な限り居宅において、その有す               

る能力に応じ自立した生活を営めるよう、利用者の意向に配意し、

総合的かつ効果的な介護サービスに努める。 

（ ８ ）開 設 年 月  平成１２年４月１日 

（ ９ ）事業所が行っている主な他業務 

「訪問介護事業（第 1 号訪問介護事業）」「指定居宅介護支援事業」

「通所介護事業（第 1 号通所介護事業）」「訪問入浴介護（介護予防訪

問入浴介護事）」「短期入所生活介護事業（介護予防短期入所生活介護

事業）」「介護老人福祉施設」「地域密着型介護老人福祉施設」 

（１０）第 三 者 評 価  実施していない 

（１１）通常の事業の実施地域   厚岸町全域 

（１２）通常の営業日及び営業時間  

〈営  業  日〉   通年営業  

〈受 付 時 間〉  月曜日～金曜日（８時３０分～１７時１５分） 

〈サービス提供時間帯〉 ７時００分～１９時００分 但し利用者の要請に応じて上記以外の

時間帯も協議の上、サービス提供を行うことがあります。 
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３．職員体制 

 当事業所では、ご契約者に対してホームヘルプサービス（居宅介護・重度訪問介護・同行援護）を提

供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

 主な職員の配置状況※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

（居宅介護・重度訪問介護・同行援護） 

職   種 常勤換算 指定基準  

 １．管理者 １．０名 １名 （ｻｰﾋﾞｽ提供責任者､訪問介護員兼務） 

 ２．サービス提供責任者 ３．４名 ２名 （訪問介護員兼務） 

 ３．訪問介護員 ９．６名 ２．５名  

  （１）介護福祉士 ５．４名 －  

 （２）介護職員初任者研修２級 

   （ヘルパー２級）課程修了者 

 ４．２名   －
 

 

    

     

 

４．契約締結からサービス提供までの流れ 

（１）ご契約者に対する具体的サービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画（ケ  

アプラン）」がある場合その内容を踏まえ、契約締結後に作成する「居宅介護等計画」に定めま  

す。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。（契約書第３条参照） 

 

 ①居宅介護等計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明し、同意を

 得たうえで決定します。 

 

 

 

 ②居宅介護等計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合に、もしく

 はご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、

 変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、居宅介護等計画

 を変更します。 

 

 

 

 ③居宅介護等計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付しその内容を

 確認していただきます。 

 

 

（２）ご契約者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサービス提供  

は次の通りです。 

 ○障害福祉サービス受給者証交付や介護給付費支給の申請に必要な支援を行います。 
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 ○居宅介護等計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。 

 ○作成された居宅サービス計画に沿って、居宅介護等計画を変更し、それに基づき、ご契約者にサ  

ービス提供します。 

 ○介護給付費対象サービスについては、介護給付費額を除いた料金（自己負担額）をお支払いいた  

だきます。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービス提供します。 

 当事業所が提供するサービスについて、 

  （１）利用料金が障害者自立支援給付による支払団体から給付される場合 

  （２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

 があります。 

（１）自立支援給付（介護給付）の支払対象となるサービス（契約書第４条、第９条参照）＊ 

 〈サービスの概要と利用料金〉 

  ○居宅介護（身体介護）入浴・排泄・食事等の介護を行います。 

   ・入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭（体を拭く）や洗髪などを行います。 

   ・排泄介助…排泄介助、おむつ交換を行います。 

   ・食事介助…食事の介助を行います。 

   ・衣服の着脱の介助…衣服の着脱の介助を行います。 

   ・通院介助…通院の介助を行います。（身体を伴う場合） 

   ・その他必要な身体介護を行います。 

  ○居宅介護（家事援助）調理・洗濯・掃除・買い物等の世話を行います。 

   ・調理…利用者の食事の用意を行います。 

   ・洗濯…利用者の衣類等の洗濯を行います。 

   ・掃除…利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

   ・買い物…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。 

   ・通院介助…通院の介助を行います。（身体を伴わない場合） 

   ・その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。 

    ※預貯金の引き出しや預け入れは行いません。（預貯金通帳・カードはお預かりできません。） 

    ※利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則として行いません。 

  ○居宅介護（乗降介助）病院受診時の送迎等を行います。 

  ○重度訪問介護 

    重度の肢体不自由者がある人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行い

    ます。  

 ○同行援護 

   視覚障害により移動に著しい困難を有する利用者等に、外出時における移動時及びそれに伴

う外出先において必要な視覚的情報の支援、移動の援護、排泄、食事等の介護その他外出する
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際に必要となる援助を効果的に行います。 

（２）加算形態について 

 訪問介護事業所として、その状況に応じて下記のとおり各種加算を算定することができます。  

 この各種加算については、基本料金とは別に加算されるものであります。 

 ①特定事業所加算（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 

良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、サービス提供体制の整備、良質な人材

の確保、重度障害者への対応に取り組む事業所により提供されるサービスについて評価を行い、

加算することができます。 

②特別地域加算 

 中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスについて評価を行い、加算すること

ができます。 

③初回加算及び緊急時対応加算 

 サービス提供者において特に労力を要する初回時及び緊急時の対応について評価を行い、加算す

ることができます。 

④福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施している場

合に加算することができます。 

⑤移動介護加算 

 重度訪問介護の利用者に、外出時における移動中の介護を行う場合、外出のための身だしなみ等

の準備、移動中及び移動先における確認等の追加的業務が加わることを踏まえ加算することがで

きます。 

⑥喀痰吸引等支援体制加算 

 喀痰吸引が必要な利用者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等

を行った場合に、1 日につき所定単位数を加算することができます。 

（３）利用者負担額（契約書第４条及び９条参照） 

  上記サービスの利用に対しては、通常９割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給 

付費を代理受領する場合には、利用者は、利用者負担分としてサービス料金の１割（定率負担）を 

事業者にお支払いいただきます。個別減免が適用される場合には、減免後の金額となります。 

〈２人のホームヘルパーにより訪問を行った場合〉 

 ○１人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと２人のヘルパーで  

サービスを提供した場合は、２倍の利用者負担額をいただきます。 

〈利用者負担額の上限等について〉 

 ○介護給付費対象のサービス（ホームヘルプサービス等）利用者負担額は上限が定められています。 

 ○利用者のご希望により、当事業所を利用者負担の上限管理者に選任される場合には、サービス利  

用開始の際にその旨を申し出ください。 

〈償還払い〉 

 ○事業者が介護給付費額の代理受領を行わない場合は、介護給付費基準額の全額をいったんお支払  
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いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。（「サービス提供  

証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると介護給付費が支給されます。） 

〈平常時間帯以外のサービス提供について〉 

 ○平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利  

用料金に割増料金が加算されます。 

  ・夜間（午後 ６時から午後１０時まで）～２５％ 

  ・早朝（午前 ６時から午前 ８時まで）～２５％ 

  ・深夜（午後１０時から午前 ６時まで）～５０％ 

〈サービス利用料金〉 

  下記の料金表によって、サービス利用料金から介護給付費の給付額を除いた金額（利用者負担） 

 をお支払いいただきます。 

 １．サービス利用料金 ３，９２０円 ※居宅介護サービス費 

 （身体介護） 

 30分以上1時間未満の場合 

 ２．うち、介護給付費が給付される金額 ３，５２８円 

 ３．サービス利用に係る利用者負担額 

   （１－２） 

３９２円
 

〔利用者負担の減免について〕 

 ○利用者負担に関する月額上限 

  １ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて４区分の月額負担 

 額設定され、それ以上の負担の必要はありません。 

区分 世帯の収入状況 １ヶ月あたりの負担上限額 

生活保護  生活保護受給世帯 ０円 

低所得１
 

 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人 

の収入８０万円以下の方 

０円
 

低所得２  市町村民税非課税世帯 ０円 

一  般  市町村民税課税世帯（16万円未満） ９，３００円 

市町村民税課税世帯（16万円～23万円まで） ３７，２００円 

（４）利用料金のお支払いの方法（契約書第９条参照） 

  前記（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月毎に計算し、ご請求しますので、当月２０日までに 

以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、 

利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

  ア．自動払込      郵便局  払込日 25 日（土・日・祝日の場合は翌営業日） 

 イ．振り込み 

大地みらい信用金庫 厚岸支店 （普）1014762 

北洋銀行      厚岸支店 （普）0214761 

郵 便 局     記号 19220 番号 2036721 

名義 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会 
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  ウ．現金収納（ヘルパー等が受領） 

（５）利用中止、変更、追加（契約者第１０条参照） 

 ○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、居宅介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは  

新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに  

事業者に申し出て下さい。 

 ○サービスの利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により契約者の希望する  

期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

  サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。 

  ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。 

（２）訪問介護員の交替（契約書第６条参照） 

 ①ご契約者からの交替の申し出 

  選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる  

事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出るこ  

とができます。 

 ②事業者からの訪問介護員の交替 

  事業者の都合により、訪問介護員を交替することができます。 

  訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じない  

よう十分に配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項（契約書第７条参照） 

 ①定められた業務以外の禁止 

  契約者は「５．当事業所が提供するサービス（６項）」で定められたサービス以外の業務を事業  

者に依頼することはできません。 

 ②訪問介護サービスの実施に関する指示・命令 

  訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は居宅介  

護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分配慮するものとします。 

 ③備品等の使用 

  訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させてい  

ただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

（４）サービス内容の変更（契約書第１１条参照） 

  サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されたサービスの実施ができない場合には、  

サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じた  

サービス利用料金を請求します。 
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（５）訪問介護員の禁止行為（契約書第１５条参照） 

  訪問介護員は、ご契約者に対する居宅介護サービスの提供にあたって、次の該当する行為は行い 

  ません。 

  ①医療行為又は医療補助行為 

  ②ご契約者もしくはその家族等からの物品等授受 

  ③ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 

  ④ご契約者の居宅での飲酒及び喫煙 

  ⑤ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

  ⑥その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

（６）緊急時の対応方法について 

  訪問時において、利用者の体調が急変した際、主治医又は医療機関等に適切に連絡を取り 必

要な対策を行います。 

 （７）事故発生時の対応について 

   利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家

族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

   当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

   利用者に対する居宅介護の提供により財産の破損などの際は、速やかにご契約者及び利用者に

連絡します。 

   事故が発生した際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

 

７．サービス提供における事業者の義務（契約書第１３条、第１４条参照） 

 当事業所では、ご契約者に対してサービス提供をするにあたって、次のことを守ります。 

  ①ご契約者の生命、身体、生活環境等の安全・確保に配慮します。 

  ②ご契約者の体調、健康状態等の必要な事項について、医師、看護職員との連携のうえ、ご 

   契約者から聴取、確認します。 

  ③サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師、医療機 

   関への連絡体制の確保に努めます。 

  ④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、２年間保管するとともに、ご契約者 

   または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

  ⑤サービス実施時に、ご契約者に病状の急変等が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を 

   行う等の必要な措置を講じます。 

  ⑥事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契 

    約者またはご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務

） 

   ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身 

   等の情報を提供します。 

 



 

9 

 

８．虐待の防止について（契約書第１３条参照） 

 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待防止のために、次の対策を講じます。  

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

      虐待防止に関する責任者 （職名）訪問介護事業所 所長 伊藤 由弥子 

  ②成年後見制度の利用を支援します。 

  ③苦情解決体制を整備しています。 

  ④従業者に対対する虐待防止を啓発・普及するために研修を実施します。 

 

９．損害賠償について（契約書第１６条、第１７条参照） 

  事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたし

ます。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、ご契約者にも故意又は重大な過失が認められた場合には、事

業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 （損害賠償がなされない場合） 

 以下の場合には、事業者の責めに帰すべき事由が認められない限り、ご契約者に生じた損害を賠償 

 いたしません。 

  ①ご契約者が、契約締結時に、ご自身の心身の状況や病歴等について、故意に告げず、また 

   は虚偽に告げたことがもっぱらの原因として発生した損害 

  ②ご契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項（その日の体調や健康状態等）を事業 

   者が確認する際に、故意に告げず、虚偽に告げたことがもっぱらの原因として発生した損 

   害 

  ③ご契約者の、急な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由をもっぱ 

   らの原因として発生した損害 

  ④ご契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為をもっぱら 

   の原因として発生した損害 

 

１０．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

  契約の有効期間は、契約締結の日から６ヶ月間ですが、契約期間満了の２日前までに契約者から

契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に６ヶ月間同じ条件で更新され、以後も同様となり

ます。契約期間中は、以下の事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮に

このような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。（契約書第１９条

参照） 
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  ①ご契約者が死亡した場合 

  ②契約者の心身の障害程度が改善され、介護・援助が必要ないと判定された場合 

  ③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 

  ④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

  ⑤当施設が支援費制度の指定取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  ⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

  ⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第２０条、第２１条参照） 

  契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、  

契約終了を希望する日７日前までに解約届出書をご提出下さい。 

  ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

  ①自立支援給付の支払対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

  ②事業所の運営規程の変更に同意できない場合 

  ③ご契約者が入院された場合 

  ④ご契約者に係る居宅介護サービスが説明・同意なしに変更された場合 

  ⑤事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める居宅介護サービスを実施 

   しない場合 

  ⑥事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

  ⑦事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を 

   傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

（２）事業者から契約解除の申し出（契約書第２２条参照） 

  以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。  

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを 

 告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた  

場合 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告 

 にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等 

 の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本 

 契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

１１．苦情の受付について（契約書第２５条参照） 

 （１）苦情の受付 

   当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

   ○苦情受付窓口（担当者） 

    （職名） 訪問介護事業所  所長 伊藤 由弥子 

   ○受付時間 毎週月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時１５分 
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 （２）苦情処理の体制及び手順 

    苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、

状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に

行い、相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、当面及び今後の対応を決

定し、対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必

ず対応方法を含めた結果報告を行います。 

 

 （３）行政機関その他苦情受付機関 
  

厚岸町役場保健福祉課
 

       障害福祉係
 

  所 在 地 厚岸町字住の江町３番地１８０ 

  電話番号 ５３－３３３３ ＦＡＸ ５３－３０７７ 

  受付時間 ８時４５分～１７時１５分 

  北海道釧路総合振興局 

  保健福祉部社会福祉課 

  所 在 地 北海道釧路市浦見２丁目２番地 

  電話番号 ０１５４－４３－９２５４ 

  Ｆ Ａ Ｘ ０１５４－４１－２２３５ 

  受付時間 ８時４５分～１７時３０分 

   
   

北海道社会福祉協議会
 

 

  所 在 地 北海道札幌市中央区北２条西７丁目 

  電話番号 ０１１－２４１－３９７６ 

  Ｆ Ａ Ｘ ０１１－２５１－３８９７ 

  受付時間 ９時００分～１７時００分 

 

                              令和   年   月   日 

 

  指定居宅介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項を行いました。 

 

  社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 

  説明者職名  サービス提供責任者   氏 名              印 

 

  私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護サービスの提供開始に 

同意しました。 

 

  利用者住所               

 

 氏 名              印 

 

利用者家族等住所             

 

氏 名              印 


